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令和２年度 第４回能勢町地域福祉計画推進委員会 会議録 

 

日   時 令和３年２月２４日（水）  １０：００～１１：３０ 

場   所 保健福祉センター 集団指導室 

出 席 者 委 員 長    小 島  佐智子 

副委員長    乾 谷    晃 

委  員    福  西  正  明 

委  員    倉 脇  清 美 

委  員    西    満 子 

委  員    谷    聖 一 

委  員    八 木  キヨミ 

委  員    桂    隆 信 

委  員    瀨 川    寛 

委  員    宇佐美  哲 郎 

委 員    冨 永  清 美 

事 務 局 健康福祉部 

部   長      藤 原  伸 祐 

健康福祉部福祉課 

課   長     中 務  義 仁 

係  長    倉 中    優 

主   事     小豆島  弘 光 

能勢町社会福祉協議会 

事務局長     松 下  和 之 

会議の公開 公 開 

傍 聴 者 数 ０名 

 

１ 会議次第 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議 題  

（１）第４次能勢町地域福祉計画（案）について 

４ その他 

５ 閉 会
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２ 審議経過 

司会（福祉課長 中務） 

皆様、おはようございます。それでは、定刻となりましたので、ただいまより、令

和２年度第４回能勢町地域福祉計画推進委員会を開催させていただきます。私、福祉

課長の中務でございます。よろしくお願いいたします。 

本日の会議が、本年度第４回の会議でございます。委員の皆様方におかれましては、

ご多用の中、また、コロナ禍の中で、ご出席いただいておりますこと、誠に厚く御礼

申し上げます。本日につきましては、このような状況下でございますので、円滑な会

議進行に努めさせていただきたいと思いますので、皆様のご理解、ご協力のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、まず、本来でしたら、前回１月 20 日の第３回委員会で、委員の皆様方

からいただきましたご意見につきまして、会議終了後、事務局にて、修正等行いまし

た本案につきまして、パブリックコメントを１月 27日から手続きを行うべきところ、

委員の皆様のご確認をいただけないまま、パブリックコメント、意見公募手続き行い

ましたこと、まずもってお詫びさせていただきます。なお、事後になりますけれど、

本日、この後、机上配付資料につきまして、担当よりご説明させていただきます。そ

の上で、計画案全体として、その他事務局において修正を加えました箇所について、

ご説明させていただきたいと考えておりますので、どうぞご理解のほどをよろしくお

願いいたします。 

それでは、先般、一連配付資料といたしまして、資料１「第４次能勢町地域福祉計

画案」、別添としまして、前回委員会の会議録をお配りさせていただいております。

皆様、不足等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、会議の開催にあたりまして、小島委員長より皆様にご挨拶をお願いいた

します。 

 

小島委員長 

失礼いたします。改めまして、皆様、おはようございます。数日前までは春のよう

な陽気、そして、また、今日、昨日あたりからは、真冬に逆戻りをしておりまして、

ふと考えますと、三寒四温という言葉がぴったりの今日この頃じゃないかな、とそん

な気がいたします。 

 本日はコロナ禍、そして、緊急事態宣言が出ております中、本会議に、委員の皆様

方、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、このコロナのことで、心配をいろいろし始めましたのが、１年以上前になっ

ているような気がいたします。その間、私たちは、感染してはならない、何とかがん

ばらないとならない。感染予防につきましては、できる限りのことをしよう。そして、

いろんなニュースを聞くたびに、あっ、あれができていない。これもやろう。あっ、

今日は感染者の数が増えた。近くの人は大丈夫だろうかと思うような日々を、１年余

り、ハラハラドキドキ、心がどんどん沈んでいくような思いでございました。 

 どうしたらいいだろう、という日々の中で、先日、コロナの感染者の数が、大阪府



 

3 

含めて、全国的に少しずつ少なくなってきているという情報を聞き、緊急事態宣言の

出ている都府県においては、本当に重症者、死者が多かったのも、少しずつ改善され

ているということを聞きまして、ふと、私自身、我に返りました。ということは、私

自身、次のステップに行けるだろうかということを考えてみましたが、ちょっとこれ

は無理じゃないかなというふうなことで、考えを改めて、もう１度、皆さんに元気で

お目にかかれるような機会を、自分自身、作り上げなければならないと。 

 そんな中で、私の思っている１年余りのハラハラドキドキ感。このハラハラドキド

キ感を何とかすることができないだろうというふうに考えました。ハラハラドキドキ

感は、ぐっと心が、どんどんどんどん奥に入っていくものと、そして、少し自分の気

持ちを和らげるものがあってもいいのではないだろうかというふうに考えました。 

その結果、ふと思い立ったのが、このハラハラドキドキ感を上手に使っていこうと

いうことでした。今まで、いろんなハラハラドキドキ感がありましたけれども、この

中には、自分の心を押し上げるものがあることに気づきました。それは、待つ、待ち

わびる、このハラハラドキドキ感は、同じ心配でも少し違うと思いまして、いろいろ

自分なりに考えてみました。 

 まず、コロナが嫌いな気温が上がる。だから、春を待ちわびよう。そして、２つ目

はそういう関係で、コロナの収束を待ちわびよう。そして、その次は、ワクチンの接

種できる日を待ちわびよう。そして、１年数か月、家ごもりの生活から、少し、１年

数か月前に戻った、普通の今までの生活ができることを待ちわびよう。そして、親族、

子ども、孫、親しい友だちに、会えて、笑えて、今までのことがお話をでき、これが

気兼ねなくできる。そんなことを待ちわびる。この気持ちは、ちょっと自分の心を上

向きにするのではないかなというふうに考えました。皆さんも、ちょっと考えていた

だいたら、ひょっとしますと、それぞれの待ちわびるものは違いましても、ちょっと

心が上に向くのではないかなと思います。この上に向く心に向かって、今しばしの辛

抱じゃないかなと思います。皆さんと一緒に、もう少しがんばりたいと思っています。 

 そんな中で、本日、第４回能勢町地域福祉計画の推進委員会がこれから始まるわけ

でございます。皆さん方にはたくさんのご意見をいただく中で、２回目の委員会では、

今までの計画とちょっと違った形でというふうな意見が出てまいりました。それは、

コロナ感染症という大変な時期で、この計画においても、そのことも念頭においた内

容にすべきというご意見が多くあり、事務局のほうで、いろいろと最初の実態調査か

ら、皆さんのご意見を入れていただいた中で、ご苦労いただきまして、今日、ほぼ、

完成の状態に至っているのではないかなというふうな気がいたします。 

 そして、今日、この４回目は、最終的な計画の策定にあたりましての機会でござい

ますので、皆さん方、これまで、いろいろお話をしていただきましたけれども、それ

を１度思い出していただきながら、これでいいのかな、私の言った意見は、どういう

ふうに反映されているのかな。この前のことにつきましては、今日、資料をいただい

ておりますので、ご説明があろうかと思いますし、また、先ほど、課長さんからお話

がありましたけれども、パブリックコメントにもいろんなお話が出てきていたら、そ

のお話もしていただけるのではないかと思います。 
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 本当に、こんな時期ですので、できるだけ短時間で、最終的なご忌憚のないご意見

をお聞かせいただきますようにお願いをいたしますとともに、今日、ここにお集まり

の委員の皆様、この計画が出た時に、行政にお願いをするのではなく、それでは、私

たちのできること、私たちの所属しているそれぞれの団体でできることは何だろう。

そして、今日、お集まりの皆さん一人ひとりが、私のできることはということで、考

えていただける中で、この計画は生きてくると思います。 

 いろいろと申し上げましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会（福祉課長 中務） 

ありがとうございました。それでは、出席の確認をいたします。本日、新崎委員、

大嶋委員、上西委員につきましては、あらかじめご欠席とご連絡いただいています。

また、オブザーバーとしまして、大阪府池田こども家庭センターの田中様、大阪府池

田保健所の金田一様につきましても、他のご公務のため、ご欠席と伺っております。 

 それでは、議事に入ります前に、委員 14 名のうち、現在、11 名の委員にご出席 

いただいております。能勢町地域福祉計画推進委員会設置要綱第７条第２項の規定に

よりまして、本日の会議は成立していることをご報告させていただきます。 

 また、本委員会につきましては、能勢町地域福祉計画推進委員会設置要項第７条第

４項の規定に基づきまして、委員の会議は公開となっております。また、議事録につ

きましても、後日、ホームページで公開させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 これからの議事進行につきましては、推進委員会設置要項第７条第１項の規定に基

づきまして、小島委員長にお願いいたします。委員長、お願いいたします。 

 

小島委員長 

それでは、ただいまより、議事に入らせていただきます。いろいろと、またたくさ

んのご意見を頂戴いたしたく思います。よろしくお願いいたします。皆様方のもとに

届いております今日の案件ですが、１件でございます。次第を見ていただきまして、

案件３の「１ 第４次能勢町地域福祉計画（案）」につきまして、事務局よりご説明

をよろしくお願いいたします。 

 

事務局（小豆島）  

事務局の小豆島です。いつもお世話になっております。、着座にて失礼いたします。 

 今日、机上配付といたしまして、Ａ３横の資料をお配りしております。まず、そち

らのほうをご覧いただきまして、併せて、事前にお配りしておりました計画案のほう、

ご参照いただけたらと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 では、１月 20 日実施の第３回委員会でのご意見といたしまして、この資料、中央

にご意見を載せてあります。そして、左側に第３回委員会時の案の状態、右側にその

修正後として、パブリックコメントにかけさせていただいた前後の状態を記載してい

ます。 
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 まず、１つ目、乾谷副委員長のご意見としまして、「待ちの福祉から届ける福祉」

ということで、前の資料の４ページ、今日の資料で言いますと、５ページになります。

どうぞ本日の資料も併せてご参照いただけたらと思います。本日資料、５ページの６

行目、「“待ちの福祉から届ける福祉”を意識し」というようなところでございます。

併せて、この資料の下、同じく乾谷副委員長のご意見でしたが、「待ちの福祉から届

ける福祉」というキーワードに関しまして、たとえば、この５ページでしたら、「意

識し」ということになっていますけれども、「意識し」や「踏まえ」が混じっている

ということで、統一したほうがよいというようなご意見もございました。 

 この５ページのところ、前回のものでしたら、５ページのところに、この「待ちの

福祉から届ける福祉」のキーワードの説明がありましたけれども、こちらを本日の資

料で１ページに持ってまいりまして、併せて、２つ目のご提案のとおり、文言を変え

ておるというようなところでございます。 

 前回の、第３回時の資料では、１ページというところで、左側のところになります

けれども、「あらゆる方向から」いう文言でしたが、修正後では、「支援が必要である

にも関わらず届いていない人に対し、行政や支援機関等が、積極的に働きかけて情報、

支援を届けるプロセス、いわゆる“待ちの福祉から届ける福祉”」ということで、冒

頭で説明をしておるものでございます。併せまして、４ページもご覧のとおりの修正

を行っております。 

 続きまして、大嶋委員のご意見でございましたが、前回の資料では４ページ、本日

資料で言いますと５ページになります。５ページの下から３行目でございますが、前

回の委員会の資料では、「障がいをもつ人」と、ここだけなっておりました。そちら

のほうを、「障がいのある人」いうことで、他のページと統一をしております。 

 また、乾谷副委員長のほうから、「能勢らしさ」が何なのか、少し分かりにくいと

いうようなご意見もお伺いしておりました。左側の第３回委員会の資料をご覧いただ

けたらと思いますが、下から２行目、「能勢らしさのある地域共生社会の実現に向け

て取り組みます」、こういったところでございましたが、本日、資料の５ページのほ

うで、「福祉に関心の高い地域性を活かし、能勢らしく温かみのある」というふうに

変更しております。こちらにつきましては、新崎委員のほうからも、アンケートの結

果を踏まえて、ご意見等いただいておりましたけれども、福祉に関心の高い地域性と

いうところで、併せまして、５ページの下、「福祉に関心の高い地域性」というとこ

ろで、脚注を追加しておるというものでございます。 

 続きまして、前回の資料の 10ページ、本日資料で言いますと、12ページになりま

す。「地域福祉における担い手の役割」というところで、上から６行目のところでご

ざいますが、「可能な限り地域福祉活動の継続に努めてこられました」とあります。

こちらは、この「可能な限り地域福祉活動の継続に努めてこられた」というところの

主体が一体誰なのか明示すべきというご意見を乾谷副委員長からいただいておりま

した。そこで、記載の通り、修正をしてあります。具体的には、その主体と言います

のは、地域住民や地域福祉の関係団体、事業者等の皆様をさします。 

 では、続きまして、２ページ、お願いいたします。本日資料は、12ページのままで
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お願いいたします。下から３行目のところでございますが、新崎委員のほうから、「今

後、感染者の拡大や災害の発生など非常時においては、十分な活動を実施できない状

況が生じます。」というところを、「生じる可能性がある」に変更したほうがよいとい

うご意見を伺っておりましたので、ご指摘のとおり、反映をさせています。 

 同じく、新崎委員のほうから、13ページ、今日の資料で言いますと 15ページでご

ざいます。本文の１行目、「道造り」ですけれども、前回の案では、漢字になってお

ったものをひらがなに、「道つくり」というふうに修正しております。 

 では、今日の資料、18ページ、お願いいたします。下から９行目、改行の位置がず

れております。これは、後ほど修正をさせていただきます。申し訳ございません。さ

て、18ページですが、こちら、新崎委員から、いきいき百歳体操が介護予防という意

味合いだけではなくて、健康づくり、生きがいづくりとしても、非常に有意義である

と思うと、ご意見をいただいておりました。 

そこで、今、申し上げた箇所ですけれども、「概ね 65歳以上の方を対象にいきいき

百歳体操が実施されており」の部分で、前回の案では、介護予防のことのみの記載で

したけれども、今回、健康づくり、生きがいづくりのことについても加筆しています。 

 続きまして、本日の資料、24ページのほう、お願いいたします。瀨川委員から、本

日の 24 ページの２段落目、アンケート結果のところで、「地域に期待するところ」、

というところで、子どもの見守りなどの活動というご意見が多くなっている一方で、

その下に続く本文で、「しあわせ守り隊」等、子どもの見守りに関する取り組みにつ

いての記載がないのではないかというご指摘をいただいておりました。こちら、今回

の資料では、「子どもの登下校等を見守る「しあわせ守り隊」について追加していま

す。下から９行目のところです。 

 加えまして、今日の資料の 42 ページをお願いします。下から３行目のところです

が、同様に、子どもの登下校を見守っていただいている「しあわせ守り隊」、こちら

にも追加をしております。 

 では、３枚目、よろしくお願いします。本日の資料、31ページでございます。前回、

冨永委員のほうから、生活困窮により、猪名川町への転出を余儀なくされた方がいら

っしゃると、独居の高齢者の方がお困りの際に、適切な相談窓口が分からず、１人で

抱え込んでしまうというような現状が起きているというところを実例も含めてお話

いただきました。併せて、新崎委員から、冨永委員の意見に対しまして、適切な相談

先等の情報が行き届いてないことによる弊害ではないかというようなご指摘をいた

だきました。 

 その中で、本日資料の 31 ページの現状と課題の下のところ、最終の段落、３つ目

の段落になりますけれども。社会福祉法第６条２項に、国や自治体の責務が記載され

ているというところで、今後、重層的なサービス体制の構築というところに関しても、

サービスの質の向上のところで触れておくべきだというご意見いただいていました。 

 そこで、今日の資料の 31ページの現状と課題の最終文のところですが、「令和２年」

から始まるところですけれども「令和２（2020）年に改正された社会福祉法では、福

祉サービスを必要とする地域住民及びその家族の地域社会からの孤立を防止し、地域
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生活課題の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、重層的な支援体制の構築に

努めるよう市町村に求めました」と、サービスの提供、情報提供も含めてのサービス

の支援体制、こういったところを進めていく必要があるというところで、31ページの

ほう、記載を改めております。 

 すみません。Ａ３の横の資料、４ページになります。本日計画（案）資料では、33

ページをお願いします。３段落目、「現在」から始まるところでございます。前回、

新崎委員のほうから、先ほどの冨永委員がお話くださった件も踏まえて、アンケート

結果より、困った時の家族以外の相談先は「友人、知人」という方が圧倒的に多い。

その中では、生活の情報が行き届いていないケースもあるのではないかと、そういう

ところも含めて、今後の方向性として、関係機関に相談できるよう啓発すること必要

ではないのかというところで、ご意見をいただいておりました。 

 そこで、この 33ページの３段落目でございますけれども、「様々な福祉サービスが

存在する中で、多くの団体が福祉活動を実施していますが、支援の必要な方が、福祉

サービスを活用するためには、その情報提供の機会の創出、充実が必要」と、前回の

ところでも、「情報提供の機会を充実」ということを、記載しておりましたが、「機会

の創出」というところで、少し、文言を改めております。 

 また、今後の方向性のところで、下から２行目のところで、「細やかな情報提供に

努めます」と前回の案では終わっておりましたけれども、今回では、「特に、支援が

必要とされた時に適切に相談窓口へ相談いただくことができるよう日頃から丁寧な

案内に努めます」というところも今後の方向性に加筆しています。 

 では、最終の５枚目になります。お願いいたします。今日の資料は 37 ページでご

ざいます。新崎委員から、教育機関との連携・協働に関する文言を提示してはどうか

というところで、37ページの今後の方向性というところ、４行目でございますけれど

も、前回は、「今後も教育と福祉の連携のもと」という記載でございました。こちら

のほう、「教育機関と福祉部局の連携・協働」と、対象をしっかりと限定するため、

記載を改めています。 

 同じページでその下の施策内容、施策の展開のところでございます。こちらも、新

崎委員からのご指摘でございましたが、「①生活支援者への支援の充実」。その１つ目

の黒丸で、「待ちの福祉から届ける福祉へアウトリーチ」というふうに、「へ」のとこ

ろに点がないので、「へアウトリーチ」って何だろう、思ってしまうなというような

ご意見をいただいておりました。こちらのほうは、読点を「へ」と「ア」の間に入れ

ておるものでございます。 

 続きまして、本日のページ、45ページになります。同じく新崎委員のご指摘でござ

いましたけれども、「３ 能勢町社会福祉協議会との連携」というところで、「地域住

民の「当たり前の幸せを当たり前に」するために」とあるが、これは何かのキャッチ

フレーズなのかというご質問をいただいておりました。こちら、今回、計画を策定す

る中で、新しく登場したといいますか、既存のキャッチフレーズではないというお答

えをさせていただいておりましたけれども、こちら、このご質問を踏まえ、前回の本

文でしたら、左側のほうの２段落目「社会福祉協議会は本計画と連携する」というと
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ころでございますけれども、その２行目、「地域住民の当たり前の幸せを当たり前に」

いう記載でございました。こちら、本日の資料、修正後を見ていただけたらと思いま

すが、「地域住民の普遍的な幸せ、いわゆる」というところで、「地域住民の普遍的な

幸せを表すものである」ということを、明確に記載をしたものでございます。 

 これら前回の委員会でいただきましたご意見等を反映させた上で、１月 27 日から

２月９日の１７時までということで、パブリックコメントを致しましたが、今回、パ

ブリックコメントとしては、特にご意見等は、ありませんでしたので、ご報告を申し

上げます。 

 その後、パブリックコメント後に、事務局で表記等、少し改めさせていただいてい

るところもございます。主だったところになりますけれども、ご説明をさせていただ

きます。 

 Ａ３資料の３ページでございます。こちら、パブリックコメントまでに修正したも

のでございますけれども、「地域共生社会とは」というところで、より地域共生社会

について分かりやすくする目的に説明の図を追加させていただいております。 

 また、４ページをお願いします。同じく改正社福法についての概要というところで、

図を１枚入れさせていただいております。 

 ５ページのほうに「資料 厚生労働省」という記載がずれていますけれども、すみ

ません、後ほど修正をさせていただきます。 

 ４ページのほうの本文でございますけれども、こちら、「伴走型支援」のことにつ

いて、伴走型支援とは一体何かというようなところ、分かりやすくすることを目的に

記載を改めております。 

 続きまして、18ページの一番下の段落で、こちら、内容自体は変わってはいません

が、３つ挙げられている事業、「金婚夫婦表彰式」や「子どもの居場所づくり事業」、

「オレンジカフェ・のせ」ということで、主だった３つ挙げておりましたが、こちら、

前回のものでは、順番が、町の事業と地域団体の事業とが混在していましたので整理

して記載をさせていただきました。 

 続きまして、28ページ、お願いいたします。こちらのボランティア活動の推進とい

うところで、各ボランティア団体、これ以外にもたくさんボランティア団体は活動し

ていらっしゃいますけれども、主だって５団体、ピックアップさせていただいており

ます。前回のものでは、この「こもれび」が入っておりませんでした。募集の案内用

のリーフレットでございますけれども、こちら挿入させていただいております。 

 続きまして、38ページの「地域で住民一人が行えること」の「一人で悩まず」とい

うところで、こちら、「一人」をひらがなで記載すべきところでございますが、修正

が漏れています。後程修正いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、41ページでございます。下から３行目、児童相談所虐待対応ダイヤル

「189（いちはやく）」ということで、最近、ＣＭ等でもご覧になられた方、多いかと

思いますけれども、「いちはやく」の読み方を加筆しております。 

 45ページ、お願いします。能勢町社会福祉協議会との連携の項目で、上から５行目、

「社会福祉協議会にしか果たせない地域福祉推進の機能（強み）」、社協さんでしか果
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たすことのできない、社協さんならではというところを、地域の方に改めて知ってい

ただきたいという意味合いで、こちら下線を付けさせていただこうと思っております。 

 そして、最後になりますけれども、82ページをお願いします。こちら、本委員会の

委員名簿ですが、「令和３年３月現在 敬称略」いう文言を追加させていただきまし

た。また、「◎が委員長、○が副委員長」という記載を挿入しています。ご確認いた

だけたらと存じます。 

 そして、83ページでございます。「５ 計画策定経過」というところで、「一文削除」

とありますが、こちらに、計画策定の経過について、説明文を入れておりましたが、

こちらを削除した上で、表のみ記載するものに改めています。また、パブリックコメ

ントの実施や、本日の委員会について、挿入を改めてしていますので、ご確認いただ

けたらと存じます。 

 こちら、計画案につきましては、他にも、「てにをは」の修正ですとか、細かい修

正、たくさんさせていただきました。こちらのほうは、下線を付すことにより皆様に

お示しさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、案につきましての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

小島委員長 

 ありがとうございました。ただいま、第３回の会議におきまして出ました意見等を

修正していただきました説明及び事務局での修正、加筆、削除等々、それから、パブ

リックコメントは意見がなかったということでございます。 

 今日、皆さん方とお話をさせていただくのは、まず、これでよろしゅうございます

でしょうかということですね。これが１点。それから、事務局で細かくもう１度再確

認の上、加筆、修正内容につきまして、今、説明をいただきましたので、皆様方から

のご意見を頂戴したいと思います。 

 まず、前回第３回委員会でご意見を出していただきました皆様で、修正、反映をし

ていただいた文で、いや、そういう意味じゃなかったよとかありましたら、ご意見を

頂戴できればと思います。ご意見を出していただきましたご本人をはじめとしまして、

今日、参加していただいております皆さん、今日が最終になろうかと思いますので、

ご確認のほう、よろしくお願いいたします。 

いかがでしょうか。ご意見をもとに、事務局で修正をいただきましたが、そのご意

見が反映されておりますでしょうか。それと同時に、もう１点、事務局のほうで、修

正、加筆、削除していただきました点も、ご確認いただけたらと思います。 

 それから、事務局、もしよろしければ、パブリックコメントの期間終了後に、意見

が出てきたと聞いていますが、差し支えなければ、こんな意見でしたということを補

足説明いただいたらと思います。 

 

事務局（小豆島）  

 はい。パブリックコメントの期間外ではありましたが、１件ご意見がございました。

資料の 49ページになります。認定率のグラフをご覧ください。 
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こちら、これはそのご意見と直接関係は無いのですが、認定率について、少し説明

をさせていただきます。認定率の計算において、パブリックコメント時までの計画案

では、介護保険の認定率を「65 歳以上の人口」により計算しておりました。しかし、

より実態に合わせた指標を掲載するため、「認定率」を「認定出現率：第１号被保険

者数に占める第１号認定者数の割合」に改めています。 

そのご意見では、『認定率の説明について、本文には記載があるが、グラフにこの

説明がない。わかりにくいのでグラフにも「認定率」について注釈を入れるべきだ』

とご意見をいただきました。このご意見を参考に 49 ページの表中で、説明を本文と

グラフの中と両方に記載することといたしました。 

 

小島委員長 

 はい。ということでございまして、資料を分かりやすくしていただいたということ

です。それでは元に戻ります。第３回のご意見を収集したものを、今、ここでお配り

されております第４次能勢町地域福祉計画案で新しくしていただいて、今、見ていた

だいておりますが、いかがでしょうか。ございますか。 

はい、瀬川委員、よろしくお願いします。 

 

瀨川委員 

 すみません。事務局のほうで、「てにをは」の修正もされているということで、１

点、気づいたところを申し上げます。 

 42 ページです。中頃より少し下、アンダーラインが引いてあるところです。「災害

等の発生時では」と、「では」となっていますが、「災害等の発生時には」とか、「災

害等の発生時は」とか、「では」という言葉ではちょっとどうかと思いました。 

 

小島委員長 

 それでは、42ページの「災害等の発生時」ですね。その次の「では」ですね。これ

をちょっと修正したらどうかと。 

 

事務局（福祉課長 中務） 

 ご指摘ありがとうございます。そちらにつきまして、ご指摘いただいたとおり修正

のほうをさせていただきまして、文章のつながりについて、改めて確認をさせていた

だきたいと思います。 

 

小島委員長 

 はい、ありがとうございました。他、ございませんでしょうか。 

 

事務局（小豆島）  

 １点、先ほどの説明に追加をさせていただけたらと思います。資料 57 ページをお

願いします。こちら、「子どもの未来応援センター」の「家庭訪問件数」というとこ
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ろで、こちら、グラフの表が挿入してありますけれども、平成 30 年度のところ、端

数の関係もございまして、こちら「179」と記載しておりますが、「180」件が正しい

数字でございます。こちらのほうも修正させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

小島委員長 

 はい。それでは、ただいまの件、「179」を「180」にですね。 

他にございませんか。はい、冨永委員、お願いいたします。 

 

冨永委員 

 資料の 31ページの下から８行目、「地域生活課題の複合・複雑化した支援ニーズに

対応するため、重層的な」という文がありますけど、「重層的な」というのは、少し

分かりにくいように感じられるのですが。もう少し分かりやすい表現がよいと思いま

す。住民からなんとなく遠いような感じがします。 

 

小島委員長 

 もう少しわかりやすい意味での文言に変えていただけたらということですね。 

 

冨永委員 

 はい、少し分かりにくいと思います。 

 

事務局（福祉課長 中務） 

 冨永委員からご指摘、「重層的な支援体制」こういった内容がどういうふうな具体

的な内容であるかというようなところを、もう少しわかりやすく記載していただけれ

ばというご意見でした。高齢や障がい、子ども、その他、生活困窮も含めまして、相

談支援体制をつなげて、構築していくというイメージになってくるのですが、もう少

し「重層的な支援体制」について、分かりやすい記載を考えさせていただいた上で、

提案させていただきたいと思いますので、ご理解いただけますようお願いいたします。 

 

小島委員長 

 はい。ということで、事務局のほうで、もう少し分かりやすい文言に調整をさせて

いただくということで、冨永委員、よろしゅうございますしょうか。 

 

冨永委員 

 はい。個々人に即応した体制について、記載をお願いします。 

 

事務局（福祉課長 中務） 

 たとえば、「断らない相談支援」であるとか、「参加支援」であるとか、「地域づく

りの支援」であるとか、そういった支援を一体的に行っていくと、そういったイメー
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ジを持っていただければと思うのですが。 

 

冨永委員 

 ありがとうございます。 

 

宇佐美委員 

 これ、法律用語というか、その文言をそのまま使っているから、住民の方には意味

がわかりにくいように思う。 

 

小島委員長 

 日頃使われている言葉じゃないですからね。 

 

宇佐美委員 

 注釈を付けてもらうと良いのでは。 

 

小島委員長 

 そういう意味ですね。住民が読んだ時に分かるようなということですね。 

 

冨永委員 

 はい。実施に際しては、個々の人々に即応した手段、体制、対応、つまり、それぞ

れに適応した対応が必要となってくると思います。個々人により必要な対応は異なる

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

事務局（健康福祉部長 藤原） 

 重層的なというとり方ですけれども、正に、冨永委員、おっしゃる通りです。たと

えば、１つのフィルターを通り抜けても、次のフィルターできちんと引っかかります

よという、そういう意味で言うと、重層的に、子育てのところで仮に逃したとしても、

次のフィルターできちんと捕まえますよということで、おっしゃいますように、問題

に応じた対応はもちろんさせていただきますが、そのフィルターがたくさんあります

ということで、それをもって、個々のお困りごとに対応していくという意味合いが、

重層的というふうに我々は捉えておりますので、そこは、少し分かりやすくなるよう

に、注釈なりを付けさせていただきたいと思います。 

 

小島委員長 

 はい。ということで、この「ニーズに対応するため」というのは、今、冨永委員か

らありましたように、やっぱり個人個人にというふうなことだと思いますので、この

用語自体の分からない方が出てくるのではないかということをおっしゃってくださ

っていると思いますので、この用語を使うとしたら、もう少し具体例をそのように足

していただけるとか、そういうことでよろしいでしょうか。 
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 はい。ということで、そうしたら、この用語を使うとしたら、ちょっと具体例を、

この文章の中のどこかに入れていただくということでいきたいと思いますが、ご了解

いただけますでしょうか。はい。それでは、事務局のほうも申し訳ありませんが、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

はい。それでは、その他、皆様方、ございませんか。 

 

 福西委員 

 この計画におきまして、随所に社会福祉協議会という名前が挙がっておりまして、

45ページでは、新たに「社協にしか果たせない機能」ということで、言葉を付け加え

ていただいております。これをいろいろ見ておりますと、改めて、能勢町社会福祉協

議会として、果たすべき役割がいかに求められているか、また、期待されているか、

大変重要なポジションにおるということを再認識いたしておるところでございます。 

 また、最後のほうのページになりますが、資料編の 72から 74ページで、住民のア

ンケート調査、現状と課題ということで書いていただいておりまして、そこにも社協

の認知度、また、今後期待したいこということで、結果を挙げていただいております

が、その結果を見て、しっかりそこを踏まえて、もっともっと住民の皆さんに、福祉

に関することなら、まずは社協へ相談したら良いと思っていただけるような身近な相

談窓口、気軽に相談してもらえるような窓口として、今後、努めていかないといけな

いと感じておりますので、そのことを付け加えてＰＲさせていただきたいと思います。

以上でございます。 

 

小島委員長 

 はい、ありがとうございました。いろんな観点から、社協の役割、窓口、そして、

社協自体の認知度ですね。そういうものを、これからはできるだけ上げていくように、

社協としても、これはご意見として承ってよろしいしゅうございますでしょうか。 

 今日、お集まりの皆様方も、こういうことは、社協へ行ってお話されたらどうです

か、社会福祉協議会という場所がありますよ、というふうなことも、私たちも、１つ、

委員の責任として、お伝えできるような方向性を取っていけたらいいのではないかと

思います。また、いろいろお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、他、ございませんでしょうか。それでは、ただいまのところ、ないよう

でございますので、案件「４ その他」に進ませていただきたいと思います。よろし

ゅうございますでしょうか。それでは、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（小豆島）  

 はい。今、ご指摘、ご意見、数件いただきました。こちらのほう、反映させた上で、

成案のほうにさせていただくというところでございます。こちら、令和３年度からの

計画、５年間の計画ということになります。また、こちら合わせまして、概要版のほ

うも作成をして、皆様にお配りさせていただく予定にしております。 

 



 

14 

事務局（福祉課長 中務） 

 すみません。今、委員からご指摘、お話いただいた各修正につきましては、一旦、

事務局のほうで、本案のほうに反映させていただいた上で、また改めて、各委員様に

ご送付させていただきたいと思います。皆様にご確認いただいた上で、成案のほうに

させていただきたいと思います。 

時間的なスケジュールは、また別途、送付の際にご案内をさせていただきますけれ

ども、短期間でのご確認になると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

小島委員長 

 はい。そうしたら、今日のこのいただきました第４次能勢町地域福祉計画、この案

に基づきまして、今日、意見等々を頂戴いたしましたものを、再度、事務局のほうで、

ご確認をいただきまして、本当に大変だろうと思いますが、もう１度、私たちのもと

に、今日の意見を含めた、もうこれでいきます、というものを届けていただくという

ことでございます。また、皆様方、ご確認をいただきまして、いや、もう少しここだ

けは何とかしてほしい、ここをちょっと、ということがありましたら、事務局のほう

に。これは今年の３月に出ますので、時間的に大変だと思います。もしもそういう部

分がありましたら、急いで事務局のほうにご連絡をいただけたらと思います。よろし

くお願いしたいと思います。 

 その他、ございませんでしょうか。はい。 

 

乾谷副委員長 

すみません。文言の修正とか加筆とか、そういう意見ではないですが、ちょっと、

事務局にお聞きしたい点が２つございます。 

 １つが、この 45ページです。「計画の進行管理・評価」ということで、２番目に挙

がっておりますが、この進捗管理につきまして、この本委員会の関わりが今後どうあ

るのかいうことを、１点お聞きしたいのと、それから、本日のご意見の結果、修正等

を入れていただいたものが、成案となってくるわけですが、その後、この成案が、最

終的に４月１日から発出されるまでのプロセスをどういうふうに進めるのかという

あたりの手順を、お聞かせ願いたいなということで、ちょっとその２点をお願いした

いと思います。 

 

小島委員長 

 はい、ありがとうございます。それでは、まず 45ページにあります、「計画の進行

管理・評価」につきまして、ただいま、私たちがここでお話をさせてもらっているこ

の推進委員会とどう関わるのかということですね。はい、これが１つです。 

 それから、その次は、これから、今日のお話を踏まえて、成案の作成をしていただ

きまして、また、私たちに目を通してもらって、そして、次、新しい計画を配布する。

それまでのプロセスですね。それまでのプロセスをちょっとお聞かせいただけたらう

れしいということだと思います。２点、よろしくお願いします。 
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事務局（福祉課長 中務） 

１点目ですけれども。この本計画、来年度からの計画になるというところですが、

各委員の皆様につきましては、来年度からのこの本計画の進行管理についても、引き

続いてお願いしたいというふうに考えております。 

 委員会の開催につきましては、年２回から３回程度を考えておりますので、また、

時期につきましても、来年度、ご案内のほうをさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ２点目の今後の計画の策定のスケジュールですが、先ほど申し上げたとおり、各委

員の皆様に、本計画の修正後の案をお示しさせていただいた上で、確認いただいた後、

３月下旬には、冊子を作らせていただいて、委員の皆様のほうに概要版とともに、お

配りさせていただきたいと考えております。また、関係各機関へも配付する予定とし

ています。 

 

小島委員長 

 ありがとうございました。ということで、この 45 ページにあります計画、今、で

きあがろうとしている計画ですけれども、これの進行管理・評価につきましては、来

年度も、私たちの２年間の任期中でもございます。ということですので、私たちが、

この管理、評価に関わらせていただくというふうなことでございますので、皆様方、

ご協力をお願いしたいと思います。 

 それから、２点目のこれからのプロセスでお話してほしいということでしたけれど

も、今、お話がありましたように、今日、話にあったことを、もう１度、事務局のほ

うで踏まえた中で、ご確認をいただいて、そして、その後に印刷に入り、冊子として

できあがるということでよろしいですね。そういうことでよろしゅうございますでし

ょうか。 

 

乾谷副委員長 

はい。ありがとうございます。 

 

小島委員長 

 ということでございますので、本当に短い期間で、事務局のほう、大変だと思いま

すけれども、良い機会でありますし、ご意見をたくさんいただけたということも、や

っぱりこの会議の良さじゃないかと思いますので、反映をくださいますようにお願い

を申し上げます。 

 その他、ございませんか。 

事務局（社協 松下事務局長） 

 私、社協の松下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 来月の３月 22日、13時半からでございますけれども、社協の民間計画、地域福祉

活動計画の委員会を開催したいと思っております。皆様、委員様の中にも、活動計画
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委員様を兼ねていただいている方もいらっしゃいますが、３月 22 日月曜日、13時半

から開催をしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。以上

です。 

 

小島委員長 

 はい。ということで、ご連絡をちょうだいいたしました。 

 本日の案件３の「１ 第４次能勢町地域福祉計画（案）」につきまして、そして、

案件「４ その他」につきまして、お話をしてまいりましたけれども、委員の皆様、

今、何かこの場で発言しておくべき事項はございますか。 

 それでは、特段ご意見もないようですので、ここで本日の案件はすべて終了いたし

ました。皆様方、長時間にわたりまして、貴重なご意見、ありがとうございました。

では、私、ここで役目を終わらせていただきまして、事務局に進行のほうお返しさせ

ていただきたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。事務局、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（福祉課長 中務） 

 委員長、ありがとうございました。それでは、閉会にあたりまして、乾谷副委員長

にご挨拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

乾谷副委員長 

 失礼いたします。本日は、長時間にわたりまして、熱心なご審議を賜りまして、あ

りがとうございました。 

 今日、ご審議いただきました内容につきましては、出てまいりましたご意見、修正

等加えまして、いわゆる今回が最終の審議ということで、成案が決定するという運び

でございます。前回、３回を終えまして、パブリックコメントに付していただきまし

たが、残念ながら、ご意見は出なかったようでございます。 

 本日のご審議を持ちまして、成案の発出いうことで、今、聞きましたように、印刷

を入りまして、概要版を作成していただくというような段取りになってまいります。 

 我々、本日を持ちまして、お役御免かなと思っていまして、ちょっと質問をさせて

いただきましたが、今後もこの計画の進捗管理いうことで、また、集まっていただく

というような運びになってまいるようでございます。 

 また、委員の皆様には、１つその節には、よろしくお願い申し上げまして、本日の

審議閉会にあたりましてのご挨拶にさせていただきます。本日はありがとうございま

した。お疲れ様でした。 

 

事務局（福祉課長 中務） 

 ありがとうございました。それでは、閉会といたします。 

 


